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判決年月日 平成22年8月31日

事 件 番 号 平成21年(行ケ)第10434号

担
当
部

知的財産高等裁判所 第3部

法３６条６項２号を解釈するに当たって，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決

課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないとさ

れた事例

特許出願をした原告は，特許庁の審査官から受けた拒絶査定について，特許庁の審判官に対し

て不服審判請求をしたが，その請求が成立しないとする審決を受けたことから，その審決の取消

しを求める訴訟を知的財産高等裁判所に対して提起した。

知的財産高等裁判所は，次のとおり，審決には，出願当時の特許法（以下「法」という。）３

６条６項２号の解釈，適用について誤りがあるとして，特許庁審判官がした審決を取り消した。

法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなけ

ればならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮に，特許請求の範囲に記載され

た発明が明確でない場合には，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不

測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。そし

て，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願

書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基

礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否か

という観点から判断されるべきことはいうまでもない。

特許法の趣旨等を総合すると，法３６条６項２号を解釈するに当たって，特許請求の範囲の記

載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されている

ことを求めることは許されない。仮に，法３６条６項２号を解釈するに当たり，特許請求の範囲

の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されてい

ることを要件とするように解釈するとするならば，法３６条４項への適合性の要件を法３６条６

項２号への適合性の要件として，重複的に要求することになり，同一の事項が複数の特許要件の

不適合理由とされることになり，公平を欠いた不当な結果を招来することになる。


